
 

 

 

第 24回全国ジュニアラグビー大会 中学校関東地区予選要項 

 
１ 主  催   関東ラグビーフットボール協会 

 

２  主  管     関東ラグビーフットボール協会普及育成委員会・中学校部門 

                 長野県ラグビーフットボール協会 

 

３  後  援     日本ラグビーフットボール協会   長野県教育委員会 

 

４ 期  日     平成３０年７月２７日（金）～平成３０年７月２９日（日） 

  日  程    ＊中学校関東地区予選の代表者会議は、1日目の試合９０分前本部で実施 

         競  技 

                     第１日目 ７月２７日(金)１５：００ ～ １７：００ 

                     第２日目 ７月２８日(土) ９：００ ～ １４：３０ 

第３日目 ７月２９日(日) ９：００ ～ １２：３０ 

 

５ 会  場     長野県菅平高原「初音館グラウンド」（28番）  

 

６ 競技規則     ①(公財)日本ラグビーフットボール協会制定の「平成 30 年度 U-15 ジュニアラ 

グビー競技規則」による。同時に同協会「U-15 ジュニアラグビー安全競技基準

「U-15 ジュニアラグビー・中学生選手服装規定」を準拠する。 

                 ②シンビンの一時的退場時間は５分間とする。 

                 ③選手の試合出場時間は、１日７０分以内とする 

 

７ 競技方法     ①４チームのリーグ戦方式で優勝チームを決定する。 

         ②試合時間は、Ａチームが２０分ハーフ・Ｂチームが１７分ハーフとする。 

                 ③同率の場合は ア.当該チームの勝敗  

イ.当該チーム同士の試合における得失トライ数  

ウ.リーグ戦の総得失トライ数 

エ.リーグ戦の総得失点の差  

オ.抽選 

                 ④全国ジュニア大会では、関東協会エリアでの中学校選抜に２枠あり前年度の結果

により、関東地区に２枠とする。関東地区では、予選の上位２都県に、全国ジュ

ニア大会参加の出場権を与える。 

         ⑤原則として、３日間で１日１試合ずつ行う。（Ａチーム） 

１日目２試合・２日目 1 試合。（Ｂチーム） 

※雨天、雷時はその限りでない 

 

８ 参加資格     ①参加選手の資格は、Ｕ１５カテゴリー(中学２年、中学３年)に該当し、保護者が

大会要項による参加を承諾した者であること（承諾書提出→代表者会議） 

②参加選手は、日本ラグビーフットボール協会に個人登録がなされている者で、中

学校を「当該主たる活動チーム」に申請している者。 

       ③出場チームは、安全保険に加入していること。 

 



 

 

 

９  参加制限     ①１チームは、監督１名・コーチ１名・選手２５名以内で編成する。監督は、ラグ

ビー協会の認定された有資格者であること。 

②試合ごとのメンバー登録は２２名以内とし、試合ごとにメンバー表を本部に提出

する。 

③リザーブ選手全員が交替した後に負傷者が出た場合は、本部に申告し許可されれ

ば、交替したメンバーを試合に戻すことができる。（特別措置） 

④日本ラグビーフットボール協会管下の都県協会が所属する全てのチーム（中学

校）を対象とし、選考された選手によって構成される選抜チームであること。 

 

10 参加手続     ①所定の書類を参加中学校の校長が認め、及び当該支部協会長の責任において、代

表者会議に提出すること 

                   (1)申込書類    ア 参加申込書１通     イ 承諾書（全員分） 

          (2)登録変更は、ゲーム開始までに受付に所定の用紙を提出し、本部の承認を受 

  けること。 

         ②参加申し込みは、平成３０年６月１７日組合せ会議までとする。 

 

11 参 加 料    ①３，０００円 
                  ②参加チームは、代表者会議の席上に持参のこと 
                  ③宿泊・交通費については、参加チームの負担とする 

 

12 組 合 せ   ①日時 平成３０年６月１７日(日)  

                  ②場所 セナリオハウスフィールド 

                  ③実行委員会委員による責任抽選 

 

13 参加上の注意  ①試合中マウスガードを着用する 

                  ②参加チームは、セカンドジャージを用意すること 

         ③競技中の疾病・負傷などの応急処置は主催者側が行う（保険証を持参） 

                  ④試合中に発生した疾病・負傷などの医療費その他の経費は、当該チームの負担

とする。ただし、主催においては特に必要と認めた場合は、その一部を補助する

ことがある。 

 

14 その他        ①グラウンド周辺に路上駐車をしないよう、各都県代表者から選手保護者に周知

徹底する。 

 

②連絡責任者  

桐蔭学園中学校  坂詰 洋平  sakazume@toin.ac.jp 

                          


